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一
般
質
問
（
こ
こ
が
聞
き
た
い
）

活
動
指
標
の
充
実
を

問
　
目
的
に
応
じ
た

活
動
指
標
を
設
け

て
い
る
か
。

町
長
　

ま
ち
づ
く
り
座

談
会
で
は
、
参
加

者
数
を
活
動
指
標
と
し
て

町
民
の
皆
様
の
参
画
機
会

の
拡
充
を
は
か
っ
て
き
た
。

近
年
は
、
地
域
ご
と
に

テ
ー
マ
を
設
け
て
議
論
す

る
も
の
に
変
化
し
て
お
り
、

ま
ち
づ
く
り
に
よ
り
関
心

を
持
っ
て
い
た
だ
け
る
よ

う
に
な
っ
た
成
果
と
捉
え

て
い
る
。

　

数
値
化
で
き
る
活
動
指

標
を
基
に
、
客
観
的
な
事

業
評
価
が
で
き
る
と
考
え

て
い
る
。
第
６
次
に
お
い

て
も
、
効
率
的
で
効
果
的

な
指
標
の
設
定
に
努
め
た

い
。

情
報
公
開
の
充
実
を

問
　
情
報
公
開
へ
の

取
り
組
み
は
十
分

で
あ
っ
た
か
。

町
長
　

第
３
次
大
綱

（
平
成
17
年
度
）

で
は
、
国
の
方
針
に
基
づ

き
、
各
種
プ
ラ
ン
の
策
定

と
進
捗
状
況
の
公
表
が
義

務
付
け
ら
れ
対
応
し
て
き

た
。

　

第
４
次
大
綱
以
降
は
自

治
体
経
営
の
観
点
に
よ
る

も
の
へ
転
換
し
、
行
財
政

改
革
推
進
協
議
会
に
報
告

し
、
ご
意
見
を
い
た
だ
き

な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て

公
表
を
行
っ
て
い
る
。

　

第
６
次
大
綱
は
第
５
次

大
綱
を
継
承
し
つ
つ
、
新

た
な
行
財
政
課
題
に
対
応

す
る
た
め
、
情
報
通
信
技

術
（
Ｉ
Ｃ
Ｔ
）
の
活
用
、

働
き
方
改
革
、
公
共
イ
ン

フ
ラ
維
持
管
理
な
ど
、
新

た
な
視
点
を
取
り
入
れ
て

い
る
。
策
定
に
あ
た
り
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
予

定
し
て
い
る
が
、
第
５
次

大
綱
の
取
り
組
み
状
況
や
、

協
議
会
の
議
事
録
等
も
公

表
し
な
が
ら
意
見
を
伺
い
、

策
定
を
進
め
て
い
く
。

人
材
育
成
の
充
実
を

問
　
人
事
交
流
な
ど

人
材
育
成
を
今
後

ど
の
よ
う
な
方
針
で
進
め

る
の
か
。
ス
マ
ー
ト
自
治

体
に
向
け
た
職
員
育
成
の

方
針
は
。

町
長
　

職
員
の
人
材
育

成
は
、
平
成
15
年

度
に
人
材
育
成
基
本
方
針

を
策
定
し
、
３
年
ご
と
に

見
直
し
し
な
が
ら
取
り
組

ん
で
い
る
。
現
在
は
第
５

次
改
訂
版
に
よ
り
、
個
々

の
能
力
を
最
大
限
発
揮
で

き
る
よ
う
な
、
チ
ー
ム

ワ
ー
ク
の
良
い
明
る
い
組

織
づ
く
り
を
目
指
し
て
い

る
。

　

外
部
組
織
と
の
職
員
交

流
は
、
平
成
27
年
度
か
ら

30
年
度
ま
で
国
と
の
職
員

交
流
を
行
っ
た
ほ
か
、
県

と
の
人
事
交
流
や
関
係
団

体
へ
の
派
遣
も
行
っ
て
い

る
。
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

構
築
や
各
種
課
題
等
に
つ

い
て
学
ぶ
有
用
な
機
会
で

あ
り
、
可
能
な
限
り
継
続

し
て
取
り
組
み
た
い
。

　

ス
マ
ー
ト
自
治
体
へ
の

転
換
を
見
据
え
た
人
材
育

成
に
つ
い
て
は
、
第
６
次

大
綱
に
新
た
な
視
点
と
し

て
取
り
入
れ
る
方
向
で
検

討
し
て
い
る
。

　

理
解
力
や
判
断
力
の
ほ

か
、
今
後
は
地
域
を
よ
り

良
く
し
て
い
く
た
め
の
想

像
力
や
行
動
力
を
よ
り
一

層
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ

る
。

次期行財政改革大綱（※１）の目指す方向は
町長　スマート自治体（※２）を見据え、人材育成

横山和浩議員

【用語説明】
（※�１）行財政改革大綱：限られた行財
政資源で、必要な行政サービスを効
果的・効率的に提供するための指針。

（※�２）スマート自治体：人口減少が進
んでも、行政サービスや住民福祉の
水準を維持するための自治体像。

ըΛ৴

豊
か
な
人
材
の
育
成
を

白鷹町では現在第６次行財政改革大綱の策定に取り組んでいる




